
事 業 計 画 書  

(1)管理運営に当たっての基本方針 

記載項目 記  入  欄 

(1)施設の管理運営を

行なうに当たって

の基本方針 

（聖徳園の基本姿勢） 

・ 人権を尊重する 

・ 法令を遵守する 

・ 人材を育成する 

・ 財務基盤の安定を図る 

（聖徳園の経営方針） 

・ 常に業務の改善により前進します 

（聖徳園の事業所基本姿勢） 

・ サービスの質の向上を図る 

・ 安全を確保する 

・ 地域公益活動を行う 

・ 情報の開示を行う 

・ 環境へ配慮する 

(2)法人の理念につい

て 

（聖徳園の福祉観） 

～人々の期待に応え 高い信頼を得るために～ 

・ ヒューマニズムにたって 高度な専門性を持って人のた

めにつくします 

・ 子どもの輝く成長を願い 高齢者・障がい者の良質な生

活を支えます 

・ 地域に目を向け 福祉の係わりを見つけ取り組みます 

（目的） 

・ 高齢者の方々が主体性を持って 安心して 潤いのある

生活を過ごしていただけるよう応援する 

（サービス方針） 

・ 必要なサービスから喜ばれるサービスを 
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・ 心が元気になるサービスを提供する 

・ ホスピタリティーによる人間関係を築く 

（職員姿勢） 

・ スキルアップを図り 専門的サービスに努める 

・ 礼儀正しく接し その人の自尊心を大切にする 

・ 快適な生活環境を整え 事故のない安全な介護に努める 

(3)法人の業務推進能

力について 

（財務力について） 

・ 年間総事業予算４6 億程度で、各事業とも堅実に運営さ

れ収支もよく、自己資本率８５. ５％と高く財務体質は

極めて健全である。 

（人材について） 

・ 福祉の人材確保は難しくなりつつあるが、様々な方法で

人材の募集に努力を継続している。法人には現在、正規

職員だけでも約５００名高齢者事業所だけでも約 300

名の正規職員がおり、管理職員、直接処遇職員において

も人材は豊富である。 

（サービスの品質・向上について） 

・ 豊かな社会になった今、自立支援の理念の下、福祉ニー

ズも多岐にわたり、より良質なサービスが求められてい

る。聖徳園ではこれらに応えるために、社会福祉法人の

使命を常に念頭におきながら高い専門性を発揮し、福祉

機能の充実と拡大を図り、課題に取り組んでいる。 

（内部監査の充実） 

・ 法人が指名した内部監査員により、サービスの質の維持

向上を図る為に定期的に監査を行う体制を敷き、内部チ

ェック機能、業務の標準化によるサービスの一定の質の

確保、効率的な組織運営の指針を基本として、利用者の

満足の向上に努めている。 

（外部評価の導入について） 

・ 公認会計士による法定監査を実施する。 
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・ 第三者評価制度により外部評価を受け、サービスの質の

向上を図る。 
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事 業 計 画 書  

(2)管理運営について 

記載項目 記  入  欄 

(1)緊急時の対応につ

いて

（緊急時の対応） 

・ 入所者の急変、サービスの提供により事故が発生した場

合には、応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じ、

速やかに市町村及び入所者の家族等に連絡するととも

に、再発防止対策に努めその対応について協議する。入

所者に対するサービス提供により賠償すべき事故が発生

した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

（連携施設：あしや聖徳園） 

・ 入所者又はその家族が別の施設入所を希望し、或いは入

所者の心身の状況を勘案し、サービス担当者会議等を通

じて、別の施設入所の必要となったときは、介護老人福

祉施設あしや聖徳園と連携を図り、速やかに入所するこ

とができるように支援する。 

（協力医療機関：市立芦屋病院） 

・ 市立芦屋病院は、養護老人ホームの協力医療機関として、

入所者の診察及び治療等に対応する。救急時等入所者の

診療の必要が生じたときは、入所者等の診療について依

頼し、診察の結果、事後対応の指示を仰ぐ。 

①緊急時の連絡 

②日常的な医療的対応の相談 

③状態変化による医療的対応の相談 

④通院時の状況、結果等の情報交換 

⑤医師への連絡、調整の依頼 

⑥ターミナルケア対応の相談、調整 
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(2)個人情報保護の措

置について 

（個人情報保護の措置） 

・ 業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持するこ

とを厳守する。 

・ 個人情報を放置しない、確実に処分する。 

人の目に触れる所に書類、印刷物が見える状態にしない。 

・ 従業者が退職した後も、正当な理由なく、業務上知り得

た入所者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、

必要な措置を講ず。 

・ 入所者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文

書により入所者の同意を得ることとする。個人情報保護

法に則し、個人情報を使用する場合、入所者及びその家

族の個人情報の利用目的を公表する。また、同意を得て

いる目的以外に使用しない。 

・ 文書やパソコン・メモリ媒体の管理については、鍵付き

に保管するなどして厳密に管理する

(3)人材確保及び人材

育成策について 

（人材の確保） 

・ 和風園の職員が継続して就労できるように再雇用の支

援を行う。 

・ 採用活動を実施するとともに、聖徳園の専門職員の異動

により、適切に支援体制を確保する。 

（人材の育成） 

【研修を企画】 

・ 人材を効果的に育成する。 

①教育ニーズの収集 

②研修の企画 

・ 日々の指導や人事考課、職員からの要望を収集、分析し、

教育のニーズを把握する。 

・ 雑誌・FAX・社協からの研修情報を日頃から収集する。 

・ 階層別、職種別に年間の外部研修、施設内研修計画を立

案し、研修計画を策定する。 

【職員育成】 

・ サービスや職員の帰属意識を向上させる。 

①研修の実施 

5



②研修の記録 

③報告・連絡・相談の指導 

・ 内部研修を企画し、法人の職員としての教育、各専門職

の教育の講師をする。 

・ 職員に報告・連絡・相談の重要性を繰り返し伝える。 

・ 職員からの報告・連絡・相談はしっかりと耳を傾け、事

実と職員の考えを把握する。 

・ 法改正や通達の大切な部分をコピーするなどして、職員

に伝える。 

・ 職員からの報告・連絡・相談が漏れていた場合や、遅れ

た場合は指導する。 

・ 社会人としてのマナー、利用者への接遇について機会が

あるごとに指導する。 

・ 報告・連絡・相談は、事実と自分の意見とを区別し、簡

潔にまとめて行う。 

・ 事後報告を忘れない。 

・ 自らも理事長に対して、今以上に報告・連絡・相談を行

う。 

・ 何度指導しても改善しない職員については、指導の記録

をつけ、上司に報告する。 

【身体拘束について】 

・職員間で定期的に研修を行い、業種を問わず周知・徹底を

図る 

【後継者育成】 

・ 管理職を育成し、自らも向上する。 

①権限の委譲 

②職務基準の説明 

・ 自分の仕事を徐々に直属の部下に任せ、その仕事の管理

をする。 

・ 管理職としての考え方、職務基準を繰り返し、直属の部

下に説明する。 
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(4)特定施設入居者生

活介護（外部サー

ビス利用型）につ

いて 

（外部サービス利用型） 

・ 高齢化に伴う要介護度対応、認知症対応はじめ、障害や

精神疾患等をもつ入所者が増加しており、従来の見守り

支援に留まらず、介護保険制度に基づくサービスを外部

事業所に委託し、介護サービスの提供を行う。 

（開始時期） 

・ 平成 27 年 6 月 1 日より開始済み 

（委託事業所） 

・ 指定訪問介護（指定介護予防訪問介護） 

あしや聖徳園ホームヘルパーステーション 

・ 指定訪問看護（指定介護予防訪問看護） 

聖徳園訪問看護ステーション 

・ 指定通所介護（指定介護予防通所介護） 

あしや聖徳園デイサービスセンター（休止中） 

あしや聖徳園春日デイサービスセンター 

あしや喜楽苑デイサービスセンター（現時点で利用なし） 

・ 福祉用具貸与（介護予防福祉用具貸与） 

フランスベッド株式会社メディカル西宮営業所 

（協力医療機関：市立芦屋病院） 

・ 市立芦屋病院は、養護老人ホームの協力医療機関として、

入所者の診察及び治療等に対応する。 

(５)周知活動について （ホームページの作成に努める） 

 法人ホームページとは別に独立したホームページを作成

することで、施設概要・行事等の情報発信源として活用する

他、芦屋市内外に広く施設の存在を広めていくことが可能と

なる。 

（パンフレットの作成） 

芦屋市と協力し、パンフレットを作成する事で他市からの 

要請や受入れも可能にする。 

緊急ショートステイも時間に関係なく速やかに受け入れも 

可能とする。 
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事 業 計 画 書  

(3)維持管理について 

記載項目 記  入  欄 

(1)施設管理の基本事

項について

（施設管理の基本事項について） 

・ 業者委託点検者と自主点検係の役割、設備の取り扱い、

物品・コスト管理 

・ 設備管理、修繕、物品の購入に必要な経費の確保 

（業者委託点検者と自主点検の役割） 

・ 設備の管理を行う委託業者及び自主管理者は、設備を安

全に管理する為に保守メンテナンスを行う。 

・ 施設設備の保守点検に関する責任は、以下の通り。 

◎業者との契約：理事長・施設長 

◎作業終了確認：管理係 

◎自主点検：管理係 

（設備の取り扱い、物品・コスト管理） 

・ 健全な施設経営を行う上で、不必要な経費を浪費しない

よう指導する。 

・ 部下の成長を促し、設備等の取り扱いは丁寧に適切に行

うよう指導する。 

・ 消耗品、電気、ガス、水道などのコスト管理を行い、対

策を提案すると共に、コスト意識について職員を指導す

る。 

（設備管理、修繕、物品の購入に必要な経費の確保） 

・ 必要に応じて修繕、購入等が必要なため、不測の事態に

備えて、経営基盤の安定と改善を常に目指し、健全な施

設運営を行う。 
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(2)施設の維持管理の

方策について

（施設維持管理の方策について） 

・ 各種設備の効果的な活用と管理を適切に行う。 

①設備の管理 

②設備のメンテナンス 

③異常時の対応 

・ 各設備の操作方法を理解し、適切に管理、メンテナンス

を行う。 

・ 設備の異変が発生した場合は、早急に業者等へ連絡し、

対応する。 

・ 異変内容については、上司に報告し、対応する。 

・ 現在和風園で実施されている保守メンテナンスを引き継

ぎ実施する。 

(3)安全対策について （防災管理） 

・ 非常時の避難経路、連絡網について明示し、職員及び利

用者に対して説明する。 

・ 非常時持出し物品の場所を明示し、職員及び利用者に対

して説明する。 

・ 消火器・火災報知器・屋内消火栓の場所、使用方法の指

導を行う。 

・ 定期的に避難訓練を立案し、実施する。 

（非常災害対策） 

・ 非常災害時においては、入所者の安全第一を優先し、迅

速適切な対応に努める。非常災害その他緊急の事態に備

えて、防災及び避難に関する計画を作成し、従業者及び

入所者等に対し周知徹底を図るため、年２回避難、その

他必要な訓練を実施する。 

（緊急時等の対応） 

・ 施設は、現に施設サービスの提供を行っているときに、

利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、

速やかに主治の医師又はあらかじめ施設が定めた協力医

療機関への連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 
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（事故発生時の対応） 

・ 利用者に対する施設サービスの提供により事故が発生し

た場合は、速やかに保険者、利用者の家族に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じる。 

・ 利用者に対する施設サービスの提供により賠償すべき事

故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。 

（苦情の対応について） 

・ 社会福祉法人聖徳園が提供するサービスに対する不満や

苦情に対しては、迅速かつ適切に対応する。 

・ 必要に応じて苦情第３者委員に連絡し対応し適切な策を

講じる。 

（衛生管理等） 

・ 施設は、利用者の使用する食器その他の設備又は飲用に

提供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上

必要な措置を講ずるとともに、医療品及び医療用具の管

理を適正に行う。 

・ 施設は、感染症の防止、又は蔓延しないように必要な措

置を行う。 
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事 業 計 画 書  

(4)サービスの向上について 

記載項目 記  入  欄 

(1)利用者へのサービ

ス向上の取り組み

（利用者へのサービス向上の取り組みについて） 

いかに養護老人ホームの利用者の QOL を高めていくか

が課題である。豊かな社会の中で福祉ニーズは多様化し

良質なサービスの質が求められている。 

・ 過去の生活歴や、趣味、嗜好のアセスメントに、本人の

希望、要望に基づいた個別的な生活支援をする。 

・ 生活の拠点は施設内であっても、地域を生活圏として行

動していただく。 

・ 自主的な生活をしながらも、生活に潤いあるものになる

よう応援する。 

・ 自立した生活が営めるように援助していく。 

（生活の楽しみ） 

・ 外出の機会をもうけ、季節感を持ち生活圏の拡大を促進

する。 

・ 地域やボランティアとの交流を図り、日常の中での楽し

みや刺激に繋げる。 

・ 季節ごとの行事やレクリエーション・外出・外食を企画

し、生きがいづくりに努める。 

（相談・援助） 

・ 施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環

境等の的確な把握に努め、利用者又は家族に対し、その

相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助

を行う。 

・ 養護老人ホームでの生活、介護サービスの提供にあたり、

本人の状態・状況を把握し、個別的なニーズや課題の解

決に努力する。 

・ 生活支援、買い物、代行、金銭管理、外出支援、通院介

助、レクリエーション、事故対応、苦情受付、家族支援

等を行う。 
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（介護） 

・ 入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、

入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行う。 

・ 施設は、１週間に２回以上、適切な方法により、入所者

を入浴、又は清拭を支援する。 

・ 施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切

な方法により、必要な援助、助言を行う。 

・ 施設は、入所者に対し、離床、着替え、整容等の自立支

援を適切に行う。 

（食事・栄養） 

・ 入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜

好を考慮して、適温に配慮し、適切な時間に提供する。 

・ 食事の提供は、入所者の自立の支援に配慮して行う。 

（衛生管理等） 

・ 施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に

提供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上

必要な措置を講ずるとともに、医療品及び医療用具の管

理を適正に行う。 

・ 施設は、感染症の防止、又は蔓延しないように必要な措

置を行う。 

・ 掃除を徹底し清潔に務める。 

（健康管理） 

・ 施設は、入院及び治療を必要とする入所者のために、協

力病院等を定める。 

・ 日頃から健康管理に関する指導を行う。 

・ 健康状態を把握し、変化が見られる場合については適切

に対応する。 

・ 正確な対応や感染症を予防することにより、集団生活を

維持する。 
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(2)市民参加及び市民

協働の取り組みに

ついて 

（市民参加と協働について） 

・ 地域に存在する社会資源としての役割を理解し、地域住

民を受け入れて交流を促進し、施設情報も発信する。 

①見学者の受付、説明、案内 

②地域の特性の理解 

③行事の案内 

④慰問、交流会の日程調整 

⑤ボランティアの受け入れ 

（地域包括支援センター、在宅介護支援センター、民生委員、

自治会等との連携） 

・ 保健・医療・福祉の各機関や民生委員、自治会とのネッ

トワークを形成し、予防的な関わり、早期発見、早期対

応に努める。 

（近隣介護施設との交流・連携） 

・近隣地域に存在する介護施設との交流を通じ、相互の文化

的交流を行うと共に、地域施設との情報交換を行う。 

・近隣介護施設とのネットワークを形成し、地域住民を含め

た緊急時の支援体制作りを促進する。 

（空き部屋を活用した取組について） 

・芦屋市と調整を図りながら、以下の取組を行う。 

① 市外措置者の受入体制の整備 

② 一時的な生活拠点の場として活用する目的とした 

  非常災害時の受入 

③ 生活再建の場として、生活困窮者の一時的受入 

④ 市内の他高齢施設の工事等の際、入所者の一時避難

所として空き部屋を提供し、入所者の安全確保・生活基

盤の安定に寄与できるよう当該他高齢施設と連携を図り

ながら一時な利用を受け入れる。 

（行政や関係機関との連絡、報告、相談） 

・ 実地指導等への対応を適切に行う。 

・ 行政や関係機関の情報収集を行う。 

・ 行政や関係機関への報告、連絡、相談を行う。 
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（家族・支援者との交流） 

・ 状況に応じて家族等へ連絡し、情報を伝え、信頼関係を

構築する。 

・ 家族に入所者の情報を連絡（入退院、事故、身体、精神

状況の変化、金銭の出入状況、入所者の希望、施設の対

応方針等）する。 

・ 日常的にコミュニケーションを図る。 

・ 日常生活の様子（食事量、発熱、痛み、精神状況、通院

予定、結果等）を把握し適時伝える。 

・ 家族関係を把握し、緊急連絡先等を常に把握する。 

・ 後見人や補佐人などにも同様に在園者の日常生活の状況

を伝え、コミュニケーションを図る。 

（各種行事の実施） 

・ 季節感の行事を提供をすることにより、日常の中での楽

しみや刺激に繋げる。又、地域との交流、外出の機会を

促進する。 

・ 記録は、ビデオ、写真、文書等を活用する。 

・ 入所者の行事参加状況、状態（顔色、姿勢、精神状況、

摂食状況、排泄状況、人間関係等）の観察を適切に行う。 

①行事準備、企画、実施 

②行事ごとの記録 

③行事ごとに結果検討を行い次につなげる。 
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事 業 計 画 書  

(5)自主事業について 

記載項目 記  入  欄 

(1)自主事業に関する

考え方及び計画内

容

（地域支援事業計画） 

１．目的 

高齢になっても住み慣れた地域で安心して自立した生活

ができるように、健康講座、健康体操教室、栄養改善教室、

ボランティア支援、高齢者生活支援事業等を行う。高齢者の

多様なニーズに対応した福祉サービスの供給体制の整備や

ニーズとサービスを適切に結びつける仕組みづくりなど、高

齢者福祉を目的とする事業の健全な発達に努める。地域にお

いて様々な人々が交流し、助け合い連携することにより、高

齢者に対し、地域に即した創意と工夫を行った福祉サービス

を目指す。 

２．対象事業 

①健康講座、健康体操教室事業 

②栄養改善教室事業 

③ボランティア活動支援事業 

④高齢者生活支援事業（あんしんコール等） 

３．事業内容 

（健康講座・健康体操教室事業） 

・ ヨガインストラクター等が、介護予防を指導する。介護

が必要にならないように、元気で過ごすために、生活の

工夫を楽しく学ぶ。ストレッチ、バランス運動、簡易な

器具を用いた筋力トレーニング等を行う。 

（栄養改善教室事業） 

・ 独居や高齢者世帯などの方々が、低栄養や機能低下を防

ぐために、管理栄養士による栄養指導や調理実習を行

う。また、利用されている方々が交流を図れるようにす

る。 
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（ボランティア活動支援事業） 

・ 地域に存在する社会資源としての役割を理解し、地域住

民を受け入れて交流を促進し、施設情報も発信する。 

①見学者の受付、説明、案内 

②地域の特性の理解 

③行事の案内 

④慰問、交流会の日程調整 

⑤ボランティアの受け入れ 

（高齢者生活支援事業） 

・ 安心コール事業 

一人暮らしの高齢者を対象に、電話連絡による安否確認

や相談、福祉の情報提供を行うことで、不安や孤独感を

解消し、安心のある生活を営むことができるよう支援す

る。 

・ 地域貢献事業 

近隣施設や団体等の社会資源を用い、共同で取り組む事

で地域住民（市民）の方々が、それぞれの目的をもって

気軽に集まり、お互いに交流を深め、生きがいと潤いの

ある生活ができるよう、集いの場を提供する。 

４．費用 

・ 各事業は、主に社会福祉法人聖徳園の理学療法士、作業

療法士、看護師、介護職員、介護支援専門員、栄養士、

医師等が講師として講座を開催する。 

・ 各事業とも、必要に応じて器材費相当分の費用を徴収す

る。 

５．地域支援事業の推進 

・ 地域支援事業の展開によって、地域に住む高齢者の交流

の拡大及びボランティア組織の育成などが図られ、高齢

者の実情や意向に沿った地域独自のふれあい事業が展

開可能となる。行政や関係機関と連携を図りながら、サ

ービスの整備、充実も図り、社会参加や世代間交流等に

も通じた地域支援事業の推進に努める。 
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(2)自主事業の収支計

画について 

（収支計画について） 

健康講座・健康体操教室事業

・ 収入の部 教室の参加料として、1 回 100 円徴収する。 

20 人×年 24 回×100 円＝48,000 円 

・ 支出の部 介護予防器具購入費等 年間 48,000 円 

栄養改善教室事業 

・ 収入の部 教室の参加料として、1 回 300 円徴収する。 

10 人×年 12 回×300 円＝36,000 円 

・ 支出の部 調理材料費 年間 36,000 円 

安心コール事業 

・ 費用負担無し 

地域貢献事業 

・ 費用負担無し（スペース・備品等の無償提供） 
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様式４

収入計画

（単位：千円）

Ｈ30年度 H31年度

72,000 72,282

9,000 12,900

81,000 85,182

支出計画 （単位：千円）

区　分 内　訳 Ｈ30年度 H31年度

人件費 給料・手当 45,156 44,518

法定福利費 5,663 6,404

小　計 50,819 50,922

事業費 給食費 14,500 14,606

被服費 60 26

光熱水費 7,606 7,589

燃料費 150 105

消耗品費 220 220

器具什器費 550 556

修繕費 200 348

リース費 280 600

外部特定業務委託 4,320 7,680

その他 500 739

小　計 28,386 32,469

事務費 印刷費 30 36

文具消耗品費 120 97

旅費 10 5

通信費 150 150

研修費 100 111

広報費 50 0

手数料 20 20

保険料 140 208

設備等保守費 1,000 972 設備等保守費・機械業務委託費等

その他 175 192

小　計 1,795 1,791

その他諸経費 0 0

81,000 85,182

※内訳欄は適宜追加してください。
積算内訳を、支出内訳ごとに別紙（様式は任意。ただし、Ａ４版とする。）に示してください。

合　　　　計

事務用消耗品

出張交通費

電話・切手代等

研修参加費用

求人広告料等

振込手数料等

損害賠償保険料等

諸会費等

コピー料金等

給食材料費・給食業務委託料

タオル・衣類代等

電気・ガス・水道料金

ガソリン代等

日常生活用品等

食器・厨房器具等・備品

機器等修理代、設備業務委託費

パソコン・コピー機等リース料

衛生材料等・地域交流事業・業務委託費

和風園の管理に関する業務の収支予算書

区　分 備　　考

指定管理委託料

介護保険料収入 特定施設介護保険料収入・自主事業等

合計

備　　考
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平成30年度収入の部 （単位　円）

項目名 総額
平成30年度管理費 6,023,500 × 12 ヶ月 = 72,282,000

特定施設介護保険収入他 1,075,000 × 12 ヶ月 = 12,900,000
年度小計 85,182,000

平成30年度支出の部
項目名 総額

職員給与 2,626,200 × 12 ヶ月 = 31,514,400
手当等 443,400 × 12 ヶ月 = 5,320,800
賞与等 640,200 × 12 ヶ月 = 7,682,400

法定福利費 533,670 × 12 ヶ月 = 6,404,040
小計 50,921,640
給食費（委託・食材費） 1,217,200 × 12 ヶ月 = 14,606,400

被服費(洗濯代他） 2,150 × 12 ヶ月 = 25,800
光熱水費（水道代） 174,733 × 12 ヶ月 = 2,096,796
光熱水費（電気代） 312,008 × 12 ヶ月 = 3,744,096
光熱水費（ガス代） 145,675 × 12 ヶ月 = 1,748,100

燃料費（ガソリン代） 8,750 × 12 ヶ月 = 105,000
消耗品費（生活日常用品等） 18,340 × 12 ヶ月 = 220,080

器具什器費（食器、厨房機器等、装置等） 46,300 × 12 ヶ月 = 555,600
修繕費（施設・物品補修費） 29,050 × 12 ヶ月 = 348,600

リース費（コピー機、パソコン等） 50,000 × 12 ヶ月 = 600,000
特定業務委託費 640,000 × 12 ヶ月 = 7,680,000

娯楽費・衛生材料等 61,580 × 12 ヶ月 = 738,960
小計 2,705,786 32,469,432

印刷費（コピー使用料・トナー代） 3,000 × 12 ヶ月 = 36,000
文具消耗品費（事務用品等） 8,100 × 12 ヶ月 = 97,200

旅費（研修交通費等） 420 × 12 ヶ月 = 5,040
通信費（電話・切手等） 12,500 × 12 ヶ月 = 150,000

研修費（参加費等） 9,200 × 12 ヶ月 = 110,400
広報費（求人広告等） 0 × 12 ヶ月 = 0

手数料（振込手数料等） 1,670 × 12 ヶ月 = 20,040
保険料（損害保険料等） 17,335 × 12 ヶ月 = 208,020

清掃・設備等保守費 81,000 × 12 ヶ月 = 972,000
その他（諸会費等） 16,000 × 12 ヶ月 = 192,000

小計 149,225 1,790,700
その他諸経費 0 × 12 ヶ月 =
年度小計 2,855,011 85,181,772

端数処理の関係で合計に差異があります。

芦屋市養護老人ホーム収支（各項目の積算の根拠）

人
件
費

事
業
費
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